
新城市公式サイト広告取扱要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、新城市広告掲出要綱及び新城市広告掲出基準の規定に基づき、

新城市公式ホームページ(以下「新城市公式サイト」という)への広告掲出に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

⑴ 新城市公式サイト 市が管理するホームページ 

（https://www.city.shinshiro.lg.jp）のことをいう 

⑵ バナー広告 ページ内に表示される広告画像で、広告主の指定する WEB ペ

ージにリンクするものをいう 

 

（広告の種類） 

第３条 ページに掲出する広告はバナー広告（以下「広告」という）とする。 

 

（広告の範囲等） 

第４条 ページに広告を掲出することができる者、広告の内容、広告のデザイン及びリ

ンク先WEBページ内の内容の範囲は、新城市広告掲出要綱第４条及び新城市広

告掲出基準の規定に定めるところによるものとする。 

２ 応募数が募集数を越える場合は、新城市広告掲出要綱第１２条に掲げる順位によ

り掲載するものとする。 

 

（広告の掲出規格） 

第５条 広告１枠あたりの掲出規格は、原則として次のとおりとする。 

⑴ サイズ 縦６０ピクセル×横１８０ピクセル 

⑵ 画像形式 GIF、JPEG又は PNG形式で静止画 

⑶ 容量 ６０KB以下 

⑷ 解像度 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見え

る処理を施す 

 

（広告の禁止表現及び構造） 

第６条 広告で次の表現及び構造を含んだものは、ユーザーの意思に反した動きをし

たり、ユーザーに誤解を与えたり、不快感を与えるおそれがあるため、禁止する。 



⑴ 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン 

⑵ アラートマーク（警告表示） 

⑶ ラジオボタン（選択肢の表示のようにみえるもの） 

⑷ テキストボックス（入力できるようにみえるもの） 

⑸ プルダウンメニュー（下に選択肢があるようにみえるもの） 

⑹ 動画、アニメーション、透過、静止画像の切替え等（画像が変するもの） 

２ 次の表現については、ユーザーが新城市公式サイトのコンテンツの一部であるか

のように混同するおそれがあるため禁止する。 

⑴ 新城市公式サイトと類似する色調及び字体を使用するもの。 

⑵ ユーザーが新城市の事業であると錯誤しやすいもの。 

 

（広告の掲出ページ、位置及び枠数） 

第７条 広告を掲出するページ、広告の位置及び枠数は市長が指定する。 

 

（広告の掲出期間） 

第８条 広告を掲出する期間は、１か月単位とする。 

２ 広告掲出の開始日及び終了日は別途市長が定める。 

３ 広告掲出希望者が望むときは、市長は複数月の申込み及び掲出を認めることがで

きる。 

 

（広告掲載料） 

第９条 １枠あたり税込５,０００円（１か月）とする。 

２ 広告主は、広告掲出料を市長の指定する期日までに、原則として一括前納するも

のとする。 

 

（広告掲載の申込み） 

第１０条 広告掲載を希望する者は、新城市広告掲出要綱第１０条の規定に基づき、

新城市公式サイト広告掲出申込書（様式第１）に別に定める書類を添付して、市長

に提出しなければならない。 

 

（広告掲載の決定等） 

第１１条 市長は、前条の規定により広告掲載の申込みがあったときは、新城市広告

掲出要綱第６条に規定する広告審査委員会を開催し、新城市広告掲出要綱第１１

条の規定に基づき、広告掲載の可否を、新城市公式サイト広告掲出決定通知書

（様式第２又は様式第３）により当該申込みをした者に通知するものとする。 

 



（広告原稿の作成及び提出） 

第１２条 広告掲出を可とする決定を受けた広告主は、広告原稿を市長が指定する期

日までに、市長に提出しなければならない。 

２ 広告原稿は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。 

 

（広告掲出料の返還） 

第１３条 広告主の責に帰さない理由により新城市広告掲出要綱第１７条の規定に基

づき、広告掲載料の還付を受けようとする広告主は、新城市公式サイト広告掲出料

還付返還請求書（様式第４）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により広告掲載料の還付を受ける際、新城市は広告代理店経由により

広告主へ９条１項に基づいた金額を還付する。 

 

（広告掲出の取り下げ） 

第１４条 広告主は自己の都合により、新城市公式サイトへの広告掲出を取り下げるこ

とができるものとする。 

２ 前項の規定により広告掲出を取り下げるときは、広告主は新城市公式サイト広告取

下届（様式第５）により広告掲出の取り下げを希望する日の１週間前（複数月の広告

掲出決定を受けた広告主にあっては１月前）までに市長に申し出なければならない。 

３ 第１項の規定により広告掲出を取り下げた場合は、納付済みの広告掲出料は返還

しない。 

 

（広告掲出期間の延長） 

第１５条 広告掲出期間内に、新城市の都合で新城市公式サイトを閉鎖した場合は、

閉鎖日数に応じて、掲出期間を延長する。ただし、閉鎖日数が１日未満の場合は、

掲出期間の延長は行わない。 

２ 広告主の責に帰さない理由により、新城市が広告を掲出できなかったときは、掲出

できなかった日数に応じて、掲出期間を延長する。ただし、広告を掲出できなかっ

た日数が１日未満の場合は、掲出期間の延長は行わない。 

 

（リンク先） 

第１６条 広告主は、広告のリンク先を変更するときは、変更の１週間前までに新城市

の担当部署に連絡するものとする。 

 

（裁判管轄） 

第１７条 この要領に定める広告掲出に関する訴訟の提起等は、新城市の所在地を

管轄する裁判所に行うものとする。 



（疑義等の決定） 

第１８条 この要領に疑義があるとき、又はこの要領に定めのない事項については、別

途協議の上定めるものとする。 

 

（その他） 

第１９条 この要領に定めるもののほか、広告に関して必要な事項は市長が別に定め

る。 

 

附 則 

この要領は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成１９年１２月２７日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年１０月２２日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年７月１５日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年３月２８日から施行する。 

 

（経過措置） 

改正前の規定により申し込まれた広告については、なお従前の例による。 

 


